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岩手沿岸南部広域環境組合管理者専決条例 

 

平成１８年 ４月２１日 条例第５号  

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

２９２条において準用する同法第１８０条第１項の規定により、岩手沿岸南部広域

環境組合議会の権限に属する軽易な事項で管理者が専決処分することのできる事項

を定めるものとする。 

 （専決の範囲） 

第２条 管理者の専決事項を次のとおり定める。 

 ⑴ 議会の議決を経た工事又は、製造の請負契約について契約金額の９００万円以

内の変更 

 ⑵ 法第９６条第１項第１２号及び第１３号に規定する和解及び組合の義務に属す

る損害賠償額のうち１件５０万円以内。ただし、次に該当する場合は、その額以

内とする。 

   自動車損害賠償保険の給付限度額 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


